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１ 問題点 

  現行制度においては、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気や認知

症、アルコール等の中毒に該当する者を、運転免許の拒否・取消事由とし、道路交通の

安全確保を図っている。 

この点、一定の病気等を理由に運転免許の取消し等を行う際には、当該事由に該当す

るか否かを判別するための専門的知識を有する医師の判断を踏まえた上で処分を行って

いるところであるが、約 8,100 万人という極めて多数の国民を対象とする運転免許行政

において、専門医の人的体制等の制約により、そのような疑いのある運転者を把握して

から臨時適性検査の結果を踏まえて免許の取消し等を行うまでに一定の期間を要するこ

ととなり、その間に病気等に起因する交通事故の発生が危惧されるところである。 

そこで、一定の病気等に該当する「疑い」がある者による交通事故を防止するための

方策が求められている。 

 

２ 考えられる対応策（案） 

○ 一定の病気等に該当する疑いがある者に対する暫定的な免許の効力停止処分の導入 

免許を受けた者が一定の病気等に該当する者であると疑う理由があるとして臨時適

性検査に係る通知を受けた場合においては、検査結果が判明するまでの間、その者に

対して免許の効力を暫定的に停止することができることとする。 

（論点） 

ア 停止処分の妥当性の要請 

免許の効力停止処分は免許保有者に重大な影響を与える不利益処分であることか

ら、処分の妥当性・相当性を担保する必要があるのではないか（e.g. 交通事故、医

師からの通報） 
 イ 正しい病状申告や家族等からの運転適性相談に対する影響 
   「疑い」のみで免許の効力停止処分が課されることとなると、本人による病状の

正しい申告や家族等からの運転適性相談をいま以上に躊躇させ、阻害するおそれが

あるのではないか 
ウ 病状が未確定な者に対する処分の是非 

取消等事由に該当するか否かが確定していない者に対して不利益処分を行うこと

が許されるか 
 

 

 

一定の病気等の疑いがある者に対する暫定的な免許の効力停止制度の導入 
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３ 関係規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 

（免 許 の取 消 し、停 止 等 ） 

第 百 三 条  免 許 （ 仮 免 許 を 除 く 。 以 下 第 百 六 条 ま で に お い て 同 じ。 ） を 受 け た 者 が 次 の

各 号 の いず れ かに 該 当 する こ ととな つ た とき は、 そ の者 が 当 該 各 号 の いず れ かに 該 当

することとなつ た時 におけるその者 の住 所 地 を管 轄 す る公 安 委 員 会 は、政 令 で 定 め る

基 準 に 従 い 、 そ の 者 の 免 許 を 取 り 消 し、 又 は 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 期 間 を 定 め て

免 許 の 効 力 を 停 止 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 五 号 に 該 当 す る 者 が 前 条 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 者 で あ る と き は 、 当 該 処 分 は 、 そ の 者 が 同 条 に 規 定 す る 講 習 を 受 け な

いで同 条 の期 間 を経 過 した後 でなければ、することができない。 

一  次 に掲 げ る病 気 にかかつている者 であることが判 明 したとき。  

イ 幻 覚 の症 状 を伴 う精 神 病 であつて政 令 で定 めるもの 

ロ 発 作 により意 識 障 害 又 は運 動 障 害 をもたらす病 気 であつて政 令 で定 めるもの 

ハ  イ 及 び ロ に 掲 げ る も の の ほ か 、 自 動 車 等 の 安 全 な 運 転 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ

がある病 気 として政 令 で定 め るもの 

一 の二  認 知 症 であることが判 明 したとき。  

二  目 が 見 え な い こ とそ の他 自 動 車 等 の 安 全 な 運 転 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 身

体 の障 害 として政 令 で定 め るものが生 じている者 であることが判 明 したとき。  

三  ア ル コ ー ル 、 麻 薬 、 大 麻 、 あ へ ん 又 は 覚 せ い 剤 の 中 毒 者 で あ る こ と が 判 明 し た と

き。 

四 ～八  （略 ） 

２～８ （略 ）  

 

（免 許 の効 力 の仮 停 止 ） 

第 百 三 条 の 二  免 許 を 受 け た 者 が自 動 車 等 の 運 転 に 関 し次 の 各 号 の いず れか に 該 当

す る こ ととな つ た とき は 、 その 者 が 当 該 交 通 事 故 を 起 こ した 場 所 を 管 轄 す る 警 察 署 長

は 、 そ の 者 に 対 し 、 当 該 交 通 事 故 を 起 こ し た 日 か ら 起 算 し て 三 十 日 を 経 過 す る 日 を

終 期 とする 免 許 の効 力 の 停 止 （以 下 この 条 において 「仮 停 止 」 とい う。）を するこ とがで

きる。 

一  交 通 事 故 を 起 こ し て 人 を 死 亡 さ せ 、 又 は 傷 つ け た 場 合 に お い て 、 第 百 十 七 条 の

違 反 行 為 をしたとき。  

二  第 百 十 七 条 の 二 第 一 号 若 し く は 第 三 号 、 第 百 十 七 条 の 四 第 二 号 又 は 第 百 十

八 条 第 一 項 第 七 号 の違 反 行 為 を し、よ つ て交 通 事 故 を 起 こ して人 を 死 亡 させ、 又

は傷 つけたとき。  
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三  第 百 十 七 条 の 二 の二 第 一 号 若 しく は第 五 号 、第 百 十 八 条 第 一 項 第 一 号 若 しく

は 第 二 号 又 は 第 百 十 九 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 二 号 の 二 ま で 、 第 三 号 の 二 、 第

五 号 、 第 九 号 の 二 若 し く は 第 十 五 号 の 違 反 行 為 を し、 よ つ て 交 通 事 故 を 起 こ して

人 を死 亡 させたとき。  

２  警 察 署 長 は 、 仮 停 止 を し た と き は 、 当 該 処 分 を し た 日 か ら 起 算 して 五 日 以 内 に 、 当

該 処 分 を受 けた者 に対 し弁 明 の機 会 を与 えなければならない。 

３  仮 停 止 を 受 け た 者 は 、 免 許 証 を 当 該 処 分 を し た 警 察 署 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。 

４  仮 停 止 を した 警 察 署 長 は 、 速 や か に 、 当 該 処 分 を 受 け た 者 が 第 一 項 各 号 の い ず れ

かに該 当 する こととな つた 時 におけるそ の者 の 住 所 地 を管 轄 する公 安 委 員 会 に対 し、

内 閣 府 令 で 定 め る 仮 停 止 通 知 書 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 を 受 け た 免 許 証 を 送

付 しなければならない。 

５  前 項 の 仮 停 止 通 知 書 及 び 免 許 証 の送 付 を 受 けた 公 安 委 員 会 は、 当 該 事 案 に つ い

て 前 条 第 三 項 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 処 分 移 送

通 知 書 を 送 付 す る とき は 、 併 せ て 当 該 送 付 を 受 け た 仮 停 止 通 知 書 及 び 免 許 証 を 送

付 しなければならない。 

６  仮 停 止 は 、 第 四 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 仮 停 止 通 知 書 及 び 免 許 証 の 送 付 を 受 け

た 公 安 委 員 会 が 当 該 仮 停 止 の 期 間 内 に 当 該 事 案 に つ い て 前 条 第 一 項 、第 二 項 又

は第 四 項 の規 定 による処 分 をしたときは、その効 力 を失 う。 
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４ 参考となる制度例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 （昭 和 33 年 法 律 第 ６号 ） 

（調 査 を行 う間 における銃 砲 又 は刀 剣 類 の保 管 ） 

第 十 三 条 の 三  都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 第 四 条 又 は 第 六 条 の規 定 に よる 銃 砲 又 は

刀 剣 類 の 所 持 の 許 可 を 受 け た 者 が 、 人 に 暴 行 を 加 え 、 又 は み だ り に 動 物 の 殺 傷 そ

の 他 の 物 の 損 壊 を す る 行 為 を し 、 か つ 、 そ の 者 の こ れ ら の 行 為 そ の 他 の 異 常 な 又 は

粗 暴 な言 動 から判 断 して、その者 が第 五 条 第 一 項 第 三 号 から第 五 号 まで又 は 第 十

八 号 に 該 当 す る 疑 い が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が こ れ ら の 規 定 に 該

当 す る か ど う か に つ い て 第 十 二 条 の 三 の 規 定 に よ る 受 診 命 令 、 前 条 の 規 定 に よ る

照 会 そ の 他 の 方 法 に よ り調 査 を 行 う 必 要 があ り 、 当 該 調 査 を 行 う 間 、 そ の者 に当 該

許 可 に 係 る 銃 砲 又 は 刀 剣 類 を 保 管 させ て お く こ とが適 当 で な い と認 め る とき は、 そ の

者 （ そ の 者 の 所 在 が 不 明 で あ る 場 合 に お い て 、 同 居 の 親 族 等 が あ る と き は 、 当 該 同

居 の 親 族 等 ） に 対 し当 該 銃 砲 又 は 刀 剣 類 の 提 出 を 命 じ、 当 該 調 査 を 行 う 間 、 提 出

された銃 砲 又 は刀 剣 類 を 保 管 することができる。 

２  都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 銃 砲 又 は 刀 剣 類 を 保 管 した 場 合 に お

い て 、 当 該 許 可 を 受 け て い る 者 が 第 五 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 又 は 第 十

八 号 に 該 当 し な い こ と が 明 ら か と な つ た と き は 、 当 該 銃 砲 又 は 刀 剣 類 を 速 や か に そ

の 者 に 返 還 しな けれ ば な らな い 。当 該 銃 砲 又 は 刀 剣 類 を 保 管 した 日 か ら 起 算 して 三

十 日 が 経 過 した とき （ 当 該 期 間 が 経 過 す る 前 に 第 十 一 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 当 該

銃 砲 又 は刀 剣 類 を仮 領 置 したときを除 く。）も、同 様 とする。 

３  都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り け ん 銃 の 提 出 を 命 ず る 場 合 に お い

て、第 三 条 の二 第 一 項 第 四 号 の 規 定 によ り所 持 す ることができる 当 該 けん銃 に係 る

けん銃 部 品 がある ときは、 当 該 けん銃 部 品 に ついて も提 出 を 命 じ、提 出 され た けん銃

部 品 を保 管 するものとする 。 

４  都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ り け ん 銃 及 び 当 該 け ん 銃 に

係 る け ん 銃 部 品 を 保 管 し た 場 合 に お い て 、 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 け ん 銃 を 当 該

許 可 を 受 け て い る 者 に 返 還 す る と き は 、 当 該 け ん 銃 部 品 に つ い て も そ の 者 に 返 還 す

るものとする。 
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資料２

国外における運転免許の効力停止等に係る手続の例（未定稿）

米国カリフォルニア州

○ 調査と再試験

州自動車省は、免許保有者が死傷事故を発生させたり、自動車を安全に運転する能力に欠ける

との情報を入手した場合には、免許の取消し又は効力の停止等を行うか否かを決定するための調

査を行うことができる。

さらに、同省は、免許保有者に対して 10 日前までに書面で通知した上で再試験を行うことが

できる。再試験の対象者が受験しない場合には、同省は免許の効力を停止することができる。再

試験は同省のヒヤリング担当者によって行われる。身体又は精神上の理由により自動車を安全に

運転することができないおそれを理由に再試験を行う場合には、同省は医療調査報告書の提出を

求めることができる。

また、再試験の対象者が受験を拒否した場合には、同省は、その者が再試験を受けるまでの間、

免許の効力を停止することができる。

○ 優先再試験

カリフォルニア･ハイウェイ・パトロールの職員又は交通警察官等は、運転者が交通違反を犯

し、又は交通違反に際して自動車を安全に運転するために必要な能力を欠いている証拠があり、

そのまま運転を継続すれば死傷事故を発生させるおそれがあると判断する合理的な理由がある場

合には、優先再試験の通知を発することができる。当該能力を欠いている証拠には、重度の病気

や精神的障害等を原因とするものも含まれる。

優先再試験の場合には、再試験の場合の手続とは異なり、通知発出後５日以内に運転者からの

連絡が州自動車省に対してなされなければ、免許の効力が停止される。

米国フロリダ州

事故の原因が健康上の問題であるとした事故報告書、免許保有者の健康状態に関する医師から

の通報等があった場合には、その情報は道路安全自動車省に集約される。これを受けて、同省は、

通報のあった免許保有者に対して再試験を行い、又は医療報告書の提出を求めることができる。

再試験を実施する場合には、事前に書面による通告を行う必要があるが、麻痺、足の機能の欠

損、重度の関節炎等の場合には、「ファイブ・デイ・レター」が発出され、通告後５日以内に反

論がない場合には、免許の効力が停止される。ただし、同レターを発出するためには、州道路安

全自動車省の担当者が免許保有者と面談する必要がある。

なお、同レターの対象となる病状等以外の場合でも、再試験に応じない場合には、免許の効力

が停止される。この場合、再試験のための出頭日から 10 日以内に出頭しない場合に運転免許の

停止命令が対象者に対して発出され、発出日の 20 日後に命令が効力を有する。

スペイン

運転適性を欠くに至った者に対しては、当局により運転免許の効力の停止が宣言される。当該

宣言に係る手続が開始されると運転免許の効力は停止されるところ、当該停止措置に不服がある

者は、２月以内に適性を有することを証明しなければならない。適性の欠如が心身の状態を理由

とするものである場合には、当該免許保有者は、権限のある保健機関が行う検査を受けなければ

ならない。
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スイス

警察官は、免許保有者が安全に運転するための精神的、肉体的な能力が欠如している疑いがあ

ると判断した場合には、現場で運転免許証を押収することができる。この場合、警察官は５日以

内に免許当局に対し報告書とともに運転免許証を提出する。

運転免許証の提出を受けた免許当局は、免許証が押収された際の状況を検討する。この検討を

行うに当たり、免許当局は、運転免許証の没収又は効力の停止等の行政手続に必要な医学的検査

を命令することができる。

フィンランド

病気や障害により、運転を継続すると他者の交通安全を危うくする実質的な危険性のある者に

対する運転免許の仮停止が定められている。

同手続は、事故や交通取締りを契機とすることが多いが、その場合、運転免許の効力が停止さ

れ、免許証は、その場で警察官に没収される。その後、当該免許保有者について、医学的調査が

なされ、運転免許の効力についての決定がなされる。

なお、同手続は、あくまで例外的なものであって、運転者に運転能力がないことが明らかな場

合においてのみ採られるものである。

スウェーデン

警察官が路上で医学的な理由により運転免許証を保有する能力がない者を発見した場合、48
時間以内に運輸省に通報する。同省による決定がなされるまで、運転免許証の効力は停止される。

同省は免許証を取り消す決定を行う場合には、事前に免許保有者に通報して、運転する能力が

あることを証明する医学的証明書を提出する機会を与えなければならない。また、同省は、運転

試験を行うこともできる。

イスラエル

免許当局は、運転者が交通安全に危険を及ぼすと判断した場合には、試験と医療検査に合格し

て運転能力があることが明らかになるまでの間、運転免許の効力を停止することができる。当該

試験と医療検査は、上記停止の日から６週間以内に運転者を呼び出して実施する。

（警察庁交通局調べ）
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一定の病気に係る運転免許の可否に関する手続の流れ

本人・家族の個別聴取

臨時適性検査の通知

免許申請時・免許証更新申請時
における病状の申告 運転適性相談窓口への相談

交通事故捜査交通取締り

警察における一定の病気にかかって
いる疑いがある者の把握

（事例編）

約１月間

平成23年下半期における
処分期間（中央値）

臨時適性検査等の担当者に連絡

資料３

聴聞、弁明の機会

免許継続の可否判断

聴聞の通知

運転免許の取消し等処分

臨時適性検査の実施
（専門医の診断または主治医の診断書）

約１週間

約１月間

（１週間前まで）
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一定の症状を有する者を的確に 

把握するための方策に関する論点 

(申請時における診断書の提出について) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料４ 
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１ 問題点 

  現行制度においては、運転免許の取得や運転免許証の更新をしようとする際に提出す

る申請書の様式の中に、過去における意識の消失や発作的な身体のけいれん又は麻痺等

の症状の有無、及び病気を理由とした医師による免許の取得等を控える旨の助言の有無

について申告を求める記載欄が設けられているが、一定の病気等に該当する者にとって

正しく申告を行うことは、免許の拒否又は取消しに繋がるおそれのある行為であり、中

には虚偽の記載をする者が一部存在することが明らかとなっている。 

そこで、運転免許の取得及び運転免許証の更新に際して、申請者が一定の病気にかか

っている者、認知症である者又はアルコール等の中毒者であるかないかに関する医師の

診断書を都道府県公安委員会に提出しなければならないこととし、もって拒否等の事由

に該当するか否かを確認する方策が考えられる。 

 

２ 考えられる対応策（案） 

(1) 全ての種類の免許申請者に対する診断書の提出義務の導入 
免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者は、免許の種類にか

かわらず、申請者が一定の病気にかかっている者、認知症である者又はアルコール等

の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を都道府県公安委員会に提出しなけれ

ばならないこととする。 

（論点） 

ア 診断書の正確性・実効性 

医師が初診の患者に対して、一定の病気等に該当する者を的確に見分けられるか 
イ 膨大な免許申請者に対する義務付けの影響 

膨大な免許申請者の全てに診断書の提出義務付けを実施した場合、現在の医療体

制において円滑に処理し得るか 
(2) 一定の種類の免許申請者に対する診断書の提出義務の導入 

大型免許、中型免許又は第二種免許を受けようとする者又は当該免許に係る免許証

の更新を受けようとする者は、一定の病気にかかっている者、認知症である者又はア

ルコール等の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を都道府県公安委員会に提

出しなければならないこととする。 
（論点） 

ア 診断書の正確性・実効性 

医師が初診の患者に対して、一定の病気等に該当する者を的確に見分けられるか 

運転免許の取得時及び免許証の更新時における医師の診断書の提出義務付け 
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イ 一定の免許に係る申請者に対する義務付けの影響 

   大型免許や第二種免許に限定したとしても、600 万人以上の保有者がいることから

すれば、医療体制の処理能力が追いつかないのではないか 

 

３ 参考 

  昭和 42 年４月から昭和 43年２月までの 11 ヶ月間、当時の欠格事由（精神病者、精神

薄弱者、てんかん病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者）

であるかないかに関する医師の診断書を申請書に添付することが義務付けられていた

（別添資料参照）。 
 
４ 統計資料 

○種類別運転免許保有者数の年別推移 

 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

 

第 

二 

種 

免 

許 

大型二種 1,122,994 1,106,704 1,089,135 1,068,347 1,046,361 

中型二種 1,027,578 1,000,815 970,915 938,239 906,792 

普通二種 156,823 168,011 188,972 199,026 205,471 

大特二種 1,589 1,621 1,632 1,639 1,651 

牽引二種 502 523 517 522 526 

小 計 2,309,486 2,277,674 2,251,171 2,207,773 2,160,801 

 
 
 

 
第 

一 

種 

免 

許 

大 型 4,584,566 4,563,766 4,532,786 4,494,752 4,466,688 

中 型 69,712,075 69,156,510 68,492,679 67,744,252 67,011,600 

普 通 704,129 1,958,171 3,170,109 4,352,938 5,514,092 

大型特殊 3,841 3,601 3,358 3,078 2,797 

大型二輪 54,361 51,433 47,977 43,962 40,300 

普通二輪 270,567 259,240 243,099 226,573 211,140 

小型特殊 117,194 107,219 95,984 83,832 72,567 

原付自転車 2,150,993 2,070,228 1,974,782 1,853,086 1,735,281 

小 計 77,597,726 78,170,168 78,560,774 78,802,473 79,054,465 

合 計 79,907,212 80,447,842 80,811,945 81,010,246 81,215,266 

（注）２種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許（本表の上側となる 

免許）の欄に計上している。 

 

 

 

 

 

- 11 -



○種類別運転免許試験合格者数の年別推移 

 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

 

第

二

種

免

許 

大型二種 18,187 15,029 18,068 14,898 13,286 

中型二種 1,190 2,229 2,208 2,156 1,719 

 ８ｔ限定 879 1,553 1,559 1,235 1,208 

普通二種 24,118 22,763 33,880 23,164 18,901 

大特二種 1,065 836 746 585 579 

牽引二種 1,015 868 724 516 482 

小 計 45,575 41,725 55,626 41,319 34,967 

 

 

 

第

一

種

免

許 

大 型 119,357 48,640 49,518 51,468 53,573 

中 型 117,877 222,204 229,501 217,249 206,779 

 ８ｔ限定 117,151 220,346 226,113 206,228 192,754 

普 通 1,442,503 1,253,279 1,217,811 1,234,435 1,227,031 

大型特殊 53,618 44,614 45,331 46,303 46,707 

牽 引 30,692 26,863 22,526 22,046 22,088 

大型二輪 99,484 99,056 89,855 90,339 87,964 

普通二輪 268,657 267,258 228,515 232,346 227,648 

小型特殊 606 606 582 549 523 

原付自転車 232,102 206,471 200,511 190,538 176,609 

小 計 2,364,896 2,168,991 2,084,150 2,085,273 2,048,922 

 合 計 2,410,471 2,210,716 2,139,776 2,126,592 2,083,889 

（注）仮免許を除く。 
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５ 参考となる制度例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 （昭 和 33 年 法 律 第 ６号 ） 

（許 可 の申 請 ） 

第 四 条 の二  前 条 の規 定 による許 可 を受 けようとす る者 は、内 閣 府 令 で定 め るところに

よ り 、 住 所 地 又 は 法 人 の 事 業 場 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 、 次

に掲 げ る事 項 を記 載 した許 可 申 請 書 を提 出 しなければならない。 

一 ～四  （略 ） 

２  前 項 の 許 可 申 請 書 が 前 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の 所 持 の

許 可 に 係 る も の で あ る 場 合 に は 、 当 該 許 可 申 請 書 に は 、 医 師 の 診 断 書 で あ つ て 内

閣 府 令 で定 め る要 件 に該 当 するものを添 付 しなければならない。 

３  （略 ） 

警 備 業 法 （昭 和 47 年 法 律 第 117 号 ）  

第 三 条  次 の各 号 のいずれかに該 当 する者 は、警 備 業 を営 んではならない。 

一 ～五  （略 ） 

六  アルコール、麻 薬 、大 麻 、あへん又 は覚 醒 剤 の中 毒 者  

七  心 身 の 障 害 に よ り 警 備 業 務 を 適 正 に 行 う こ と が で き な い 者 と して 国 家 公 安 委 員

会 規 則 で定 め るもの 

八 ～十 一  （略 ） 

（認 定 手 続 及 び認 定 証 ） 

第 五 条  前 条 の 認 定 を受 け よ う とする 者 は 、 その 主 た る 営 業 所 の 所 在 地 を管 轄 す る 公

安 委 員 会 に 、 次 の 事 項 を 記 載 した 認 定 申 請 書 を 提 出 しな け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

おいて、当 該 認 定 申 請 書 には、内 閣 府 令 で定 める書 類 を添 付 しなければならない。 

一 ～四  （略 ） 

２～５ （略 ） 

警 備 業 法 施 行 規 則 （昭 和 58 年 総 理 府 令 第 １号 ） 

第 四 条  法 第 五 条 第 一 項 （ 法 第 七 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 内 閣

府 令 で定 め る書 類 は、次 のとおりとする。 

一  個 人 である場 合 は、次 に掲 げ る書 類  

イ～ハ （略 ） 

ニ 法 第 三 条 第 六 号 に掲 げ る者 に該 当 しない旨 の医 師 の診 断 書  

ホ  精 神 機 能 の 障 害 に 関 す る 医 師 の 診 断 書 （ 法 第 三 条 第 七 号 に 掲 げ る 者 に 該

当 しないことが明 らかであるかどうかの別 を記 載 した ものに限 る。） 

ヘ （略 ） 

二  （略 ） 
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（許 可 の基 準 ） 

第 五 条  都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 第 四 条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 又 は 許 可 申 請 書 若 し く は そ の 添 付 書 類 中 に 重

要 な事 項 に ついて 虚 偽 の 記 載 が あり、 若 しく は重 要 な事 実 の記 載 が 欠 けて い る場 合

においては、許 可 をしてはならない。 

一 ・二  （略 ） 

三  精 神 障 害 若 し く は 発 作 に よ る 意 識 障 害 を も た ら し そ の 他 銃 砲 若 し く は 刀 剣 類 の

適 正 な 取 扱 い に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 病 気 と し て 政 令 で 定 め る も の に か か つ

ている者 又 は介 護 保 険 法 第 五 条 の二 に規 定 する認 知 症 である者  

四  アルコール、麻 薬 、大 麻 、あへん又 は覚 醒 剤 の中 毒 者  

五 ～十 八  （略 ） 

２～５ （略 ） 

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 規 則 （ 昭 和 33 年 総 理 府 令 第 16 号 ）  

（申 請 書 に添 付 する医 師 の診 断 書 ） 

第 十 条  法 第 四 条 の 二 第 二 項 （ 法 第 五 条 の 四 第 三 項 、 第 七 条 の 三 第 三 項 、第 九 条

の五 第 四 項 及 び第 九 条 の 十 第 三 項 において 準 用 す る場 合 を含 む 。次 項 におい て同

じ。 ） の 内 閣 府 令 で 定 め る要 件 は 、 次 の いず れ か に該 当 す る 医 師 が 作 成 した診 断 書

であ つ て、 法 第 五 条 第 一 項 第 三 号 又 は第 四 号 に該 当 しな い と認 め られ るかど う か に

関 する当 該 医 師 の意 見 が記 載 されているものであることとする。 

一  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十

三 号 ）第 十 八 条 第 一 項 に規 定 する精 神 保 健 指 定 医  

二  前 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 法 第 五 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 四 号 に 該 当 す る か 否

かの判 断 に必 要 な知 識 経 験 を有 すると都 道 府 県 公 安 委 員 会 が認 め る医 師  

２ （略 ） 
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一定の病気に係る免許の可否等の運用の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1回有識者検討会　資料２（頁番号７頁）の「運用基準」参照）

○ 拒否等は行わない。

１年間の経過観察の後、単純
部分発作に限られ、今後、症
状の悪化のおそれがない。

２年間の経過監査の後、睡眠
中に限って起こり、今後、症状
の悪化のおそれがない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

○ 拒否等は行わない。

－

○ 拒否等は行わない。

－

○ 拒否等は行わない。

　　アルコールの中毒者 △
右条件を満たせば、
拒否等は行わない。

免許取得のための医師の診断等

（拒否又は取消）

「認知症」あるいは「身体障害」対応

　その他特定の原因による失神

　　無自覚性の低血糖症

　　そううつ病

　　重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

　　その他の精神障害

不整脈
を原因
とする
失　神

植込み
型除細
動　器

（ＩＣＤ）

植え込み後に意識を
失った者

発作原因が解消している。

６月毎に臨適を
実施

植え込み前に意識を
失った者

単に機器交換した場合
で発作がない者

認知症

　アルツハイマー型、血管性、
　前頭側頭型（ピック病）、レビー小体型

　その他の認知症
　　　　　　　　（回復見込みがあるもの）

脳卒中

　慢性化した症状

　発作により生ずるおそれがある症状

植え込み前後で意識を
失ったことがない者

　　統合失調症等

再発性
の失神

　神経起因性(調節性)失神

植え込み後30日が経過し、30日以
内に発作がない。

植え込み後30日(7日)が経過し､30
日(7日)以内に発作がない。

　ペースメーカ

断酒、依存症状のない状態が６月
以上継続し、飲酒するおそれが低
い。

△
右条件を満たせば、
拒否等は行わない。

植え込み後６月が経過し、６月以内
に発作がない。

Ｘ年後の臨適を
実施

医師が「運転に支障のある
発作の（症状が再発する）お
それの観点から、運転を控え
るべきとはいえない。」旨の
診断を行った場合

　　てんかん
右条件を満たせば、
拒否等は行わない。

△

５年以上発作がなく、今後発作がお
こるおそれがない。

２年以内の発作がなく、今後、Ｘ年
程度は再発のおそれがない。

病気等
期間の条件等 備考

資料５
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一定の病気等に係る取消等の処分件数（平成23年）

1,722 件 905 件 809 件 0 件 8 件

265 件 76 件 188 件 件 1 件

454 件 292 件 158 件 件 4 件

221 件 10 件 211 件 件 件

6 件 1 件 5 件 件 件

63 件 9 件 54 件 件 件

3 件 2 件 1 件 件 件

248 件 71 件 174 件 件 3 件

442 件 438 件 4 件 件 件

20 件 6 件 14 件 件 件

拒否

そ の 他 病 気

認 知 症

アルコール中毒

保留

総　　　数

病
　
気
　
等

統 合 失 調 症

て ん か ん

再発 性の 失神

低 血 糖 症

そ う う つ 病

睡 眠 障 害

処分の件数

取消 停止

76

292

10

1

9

2

71

438

6

188

158

211

5

54

1

174

4

14

0

0

0

1

4

3

統合失調症

てんかん

再発性の失神

低血糖症

そううつ病

睡眠障害

その他病気

認知症

アルコール中毒

取消 停止 拒否 保留 統合失調

症

8%

てんかん

32%

再発性の

失神

1%

低血糖

症

0%

そううつ

病

1%
睡眠障害

0%

その他病

気

8%

認知症

49%

アルコール

中毒

1%

取消･拒否

統合失

調症

23%

てんかん

20%再発性の

失神

26%

低血糖症

1%

そううつ病

6%

睡眠障害

0%
その他

病気

22%

認知症

0%

アルコール

中毒

2%

停止･保留

資料６
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一定の病気に係る運転適性に関する関係学会の指針等の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添資料「てんかん学会委員会の判定指針」及び「不整脈学会等委員会ステートメント」参照）

医師の指示による薬の
減量（中止）中に起きた
発作

減薬等する期間および減薬等後３
月間は禁止し、再発のおそれがな
い十分な根拠がある。

１年間の経過観察の後、単純部分
発作に限られ、今後、症状の悪化
のおそれがない。

２年間の経過監査の後、睡眠中に
限って起こり、今後、症状の悪化の
おそれがない。

○ 拒否等は行わない。

網掛けの部分は、学会の見解等を示す。

最近てんかんと診察された者 治療開始後１年間発作がない。

　ペースメーカ

発作原因が解消し、発作後12月間の経
過観察で発作がない。

６月毎に臨適
を実施

大型・二種の
適性はない。

　　てんかん

慢性的に反復する意識
障害及び運動障害を伴
わない発作

３～６月間の観察ののちてんかん発作
のおそれがない。

機会性発作でその条件が存
在しない者

てんかん発作と考えられない
者

初発の場合

右条件を満たせば、
拒否等は行わない。

△

２年以内の発作がなく、今後、Ｘ年程度
は再発のおそれがない。

植え込み後６月が経過し、６月以内に発
作がない。

植え込み前後で意識を失った
ことがない者

植え込み後30日が経過し、30日以内に
発作がない。

単に機器交換した場合で発作
がない者

植え込み後30日(7日)が経過し､30日(7
日)以内に発作がない。

△
右条件を満たせば、
拒否等は行わない。

不整脈
を原因
とする
失　神

植込み
型除細
動　器

（ＩＣＤ）

植え込み後に意識を失った者

再発性
の失神

植え込み前に意識を失った者

病気等

免許取得のための医師の診断等

期間の条件等 備考

医師が「運転に支障のある
発作の（症状が再発する）お
それの観点から、運転を控
えるべきとはいえない。」旨
の診断を行った場合

大型・二種
の適性はな
い。（ただし、
投薬治療なし
で５年間発作
がない場合
は例外）

大型・二種
の適性につ
いては、２年
間発作がな
い場合

長年にわたって発作が反復し
ていた者

５年以上発作がなく、今後発作がおこる
おそれがない。

再発(悪化)
のおそれが
ない場合

資料７
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てんかん研究 2001 : 19 : 140‐141

記 ･事 ｣ ‐

てんかんをもつ人における運転適性の判定指針(2001年)

日本てんかん学会法的問題検討委員会

てんかん発作は随意運動を障害することがあ

る。この状態は自動車の安全な運転には適さない。

したがっててんかん発作の有無は運転適性の判定

に極めて重要である。
しかし、 現在の医療によって、 てんかんをもつ

人の 70% 以上は発作から解放される。この発作の

ない状態が安定して持続し、 精神 ･身体状態に問

題がなければ、 運転は無制限に禁止されるべきで

はない。 運転免許は、 現代では生活の質の向上と

雇用の可能性に大きな影響を与える資格となって

おり、 根拠のない制限は社会的不利を助長するの

みであ-る。

日本てんかん学会は、 1992 年に、 てんかんをも

つ人々の自動車運転に関する見解を発表したり。

そこでは3年間の発作消失を運転適性の最低条件

とし、 また大型車両や職業運転については絶対不

許可とした。しかし近年の医学的状況を鑑みるに、
この条件はもはや適切ではない。‐また、 運転免許

の国際化に伴い、 国際運転免許証を持つ外国人、
海外で免許証を取得して帰国する日本人が増えて

おり、 海外の基準 (1~ 2年の発作消失を条件とし

ている国が多い2)〕 と大きな解離があっては不都

合である。 そこで当委員会は、 新たな指針を作成

した。

A 運転適性判定の原則
運転適性については、 てんかんの状態像に応じ

て、 個々の事例において、 専門的に判定されるべ

きである。 その際、 留意すべき点は次の通りであ

る。

L t治療により発作が消失した場合には、 発作

の消失期間を適性判定の根拠とする。 なお

抗てんかん薬の服用に際し運転の安全性を

損なうような副作用があってはならない。

2 , てんかん発作のなかには自動車の安全な運

転に支障のない発作もある。
3 . 抗てんかん薬を減量(中止)する場合には、

再発のリス.クを考慮することが必要であ

る。

4 , はじめての発作では、 特定の条件との結び

つきの有無を明らかにし、 てんかんの初発

か否かについても考慮する。
このような指針は、 治療者と被治療者の良好な

関係および協力があってはじめて有効となる。 て

んかんをもつ人は、一定の条件で運転適性が鰯芝め

られる一方で、 自らの行為に責任をもつ義務も当

然ながら発生する。 医師の指示の遵守、 偽りのな

い経過報告~ 規則的服薬はいうまでもなく、 状態

が変化したり発作が再発した場合には即刻運転を

中止し、 申告しなければならない。 治療および適

性、を判定する医師は、 適性判定の基準と被治療者

が遵守すべき事柄について、 てんかんをもつ人に

十分に説明することが必要である。
なおこの指針は、医学の進展に合わせて見直す

ことが必要である。

B . 免許の種類と運転適性判定の指針

普通運転免許
1 , てんかん発作が消失し、 再発のおそれがな

い場合、 次の条件で運転適性を認める。
(1) 最近てんかんと診断され、 治療開始後 1年

間発作がない場合。
(2) 長年にわたって発作が反復していた場合に

は、2 年間の発作消失期間が必要である。そ･

の際、 脳波に高度のてんかん性異常波が認 ･

められてはならない。
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てんかん研究 19 巻 2 号 2001年 6月

2 . 慢性的にてんかん発作が反復する場合は自

動車運転に適さないが、 次の場合は例外で

ある。

(1) 自動車の運転に支障をきたさない単純部分

発作 (運動障害、 感覚障害あるいは認知障

害を伴わない) で、少なくとも 1年間の経

過観察で発作症状が進展しない場合。
(2) 2 年間の経過観察で、 睡眠中にのみ発作が

起こる場合。

3 ; 医師の指示により抗てんかん薬を減量 (中

止) する場合には、 薬を減量する期間およ

び減量後の 3月間は自動車の運転は禁止す

る。 再発のおそれがない十分な根拠のある

場合 (発作抑制期間が長い、 総発作回教が

少ない、 再発のリスクの低いてんかん症候

群、てんかん外科治療後の経過良好例) は

例外である。
(附) 発作がはじめて 1回だけ生じたときはて

んかんでない可能性を考慮し、以下の場合

には、 3【宥 月間の観察ののち運転を認め

る。 ‘ ‐ “
‘

‐ ‐

(1) 発作が特定の条件に結びついていて (機会

性発作) - 例えば、 断眠、 アルコール摂取、

急性疾患 (発熱、 中毒、 急性脳疾患あるい

20ol年 6月 ･ 141

は代謝疾患〉、脳外科手術や脳外傷直後の早
期発作など一そのような条件が 皺まや存在

. しないと考えられたとき。
(2) 神経学的診察および検査により、 てんかん

の初発とは考えられない場合。
大型免許および旅客輸送にかかわる免許
2 回以上てんかん発作があった場合には、通常、

大型自動車運転ないし旅客輸送にかかわる運転の

適性はない･ただし、抗てんかん藁治療なしに 5年

間発作がない場合は例外である。 発作がはじめて

一度だけあり、 てんかんの初発ないし他の脳器質

性疾患とみなされない場合には、 2年間発作がな

いことを確認すべきである。
(委員長 :小島卓也、 委員 :伊藤正利、井上有史、

三宅捷太)
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【 抜 粋 】
（ 9 頁～ 10 頁の「まとめ」を掲載 ）
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